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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 
（売買立会終了時の約定値段を定める売買におけ

る値幅） 
（売買立会終了時の約定値段を定める売買におけ

る値幅） 
第１２条 規程第１２条第５項に規定する本所が

定める値幅は、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。ただし、気

配が変化した等のため当該値幅によりがたいと

認められる場合の値幅は、本所がその都度定め

る。 

第１２条 規程第１２条第５項に規定する本所が

定める値幅は、次の基準値段の区分に定めるとこ

ろによる。ただし、気配が変化した等のため当該

値幅によりがたいと認められる場合の値幅は、本

所がその都度定める。 

 
（削る） 

 
基準値段  値幅  

２００円未満のもの 上下 ５円 

２ ０ ０ 円

以上 

５ ０ ０ 円

未 満 の も

の 

〃 ８円 

５ ０ ０ 円

〃 

７ ０ ０ 円

〃 

〃 １０円 

７ ０ ０ 円

〃 

１,０００

円〃 

〃 １５円 

１,０００

円〃 

１,５００

円〃 

〃 ３０円 

１，５００

円 〃 

２，０００

円 〃 

〃 ４０円 

２，０００

円 〃 

３，０００

円 〃 

〃 ５０円 

３，０００

円 〃 

５，０００

円 〃 

〃 ７０円 

５，０００

円 〃 

７，０００

円 〃 

〃 １００円 

７，０００

円 〃 

１万円 〃 〃 １５０円 

１万円 〃 １５，００

０円 

〃 ３００円 

１５，００

０円 

２万円 〃 〃 ４００円 
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２万円 〃 ３万円 〃 〃 ５００円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 ７００円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 １,０００

円 

７万円 〃 １ ０ 万 円 

〃 

〃 １,５００

円 

１ ０ 万 円 

〃 

１ ５ 万 円 

〃 

〃 ３,０００

円 

１ ５ 万 円 

〃 

２ ０ 万 円 

〃 

〃 ４,０００

円 

２ ０ 万 円 

〃 

３ ０ 万 円 

〃 

〃 ５，０００

円 

３ ０ 万 円 

〃 

５ ０ 万 円 

〃 

〃 ７,０００

円 

５ ０ 万 円 

〃 

７ ０ 万 円 

〃 

〃 １万円 

７ ０ 万 円 

〃 

１００万円 

〃 

〃 １５，００

０円 

１００万円 

〃 

１５０万円

〃 

〃 ３万円 

１５０万円

〃 

２００万円 

〃 

〃 ４万円 

２００万円 

〃 

３００万円 

〃 

〃 ５万円 

３００万円 

〃 

５００万円 

〃 

〃 ７万円 

５００万円 

〃 

７００万円 

〃 

〃 １０万円 

７００万円 

〃 

１ ,０００

万円 〃 

〃 １５万円 

１ ,０００

万円 〃 

１ ,５００

万円 〃 

〃 ３０万円 

１ ,５００

万円 〃 

２ ,０００

万円 〃 

〃 ４０万円 

２ ,０００

万円 〃 

３ ,０００

万円 〃 

〃 ５０万円 

３ ,０００

万円 〃 

５ ,０００

万円 〃 

〃 ７０万円 
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５ ,０００

万円以上の

とき 

  １ ０ ０ 万

円 

 

（１） 午前立会終了時の場合 （新設） 
基準値段  値幅  

２００円未満のもの 上下 ５円 

２ ０ ０ 円

以上 

５ ０ ０ 円

未 満 の も

の 

〃 ８円 

５ ０ ０ 円

〃 

７ ０ ０ 円

〃 

〃 １０円 

７ ０ ０ 円

〃 

１,０００

円〃 

〃 １５円 

１,０００

円〃 

１,５００

円〃 

〃 ３０円 

１，５００

円 〃 

２，０００

円 〃 

〃 ４０円 

２，０００

円 〃 

３，０００

円 〃 

〃 ５０円 

３，０００

円 〃 

５，０００

円 〃 

〃 ７０円 

５，０００

円 〃 

７，０００

円 〃 

〃 １００円 

７，０００

円 〃 

１万円 〃 〃 １５０円 

１万円 〃 １５，００

０円 

〃 ３００円 

１５，００

０円 

２万円 〃 〃 ４００円 

２万円 〃 ３万円 〃 〃 ５００円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 ７００円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 １,０００

円 

７万円 〃 １ ０ 万 円 

〃 

〃 １,５００

円 

１ ０ 万 円 

〃 

１ ５ 万 円 

〃 

〃 ３,０００

円 

１ ５ 万 円 ２ ０ 万 円 〃 ４,０００
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〃 〃 円 

２ ０ 万 円 

〃 

３ ０ 万 円 

〃 

〃 ５，０００

円 

３ ０ 万 円 

〃 

５ ０ 万 円 

〃 

〃 ７,０００

円 

５ ０ 万 円 

〃 

７ ０ 万 円 

〃 

〃 １万円 

７ ０ 万 円 

〃 

１００万円 

〃 

〃 １５，００

０円 

１００万円 

〃 

１５０万円

〃 

〃 ３万円 

１５０万円

〃 

２００万円 

〃 

〃 ４万円 

２００万円 

〃 

３００万円 

〃 

〃 ５万円 

３００万円 

〃 

５００万円 

〃 

〃 ７万円 

５００万円 

〃 

７００万円 

〃 

〃 １０万円 

７００万円 

〃 

１ ,０００

万円 〃 

〃 １５万円 

１ ,０００

万円 〃 

１ ,５００

万円 〃 

〃 ３０万円 

１ ,５００

万円 〃 

２ ,０００

万円 〃 

〃 ４０万円 

２ ,０００

万円 〃 

３ ,０００

万円 〃 

〃 ５０万円 

３ ,０００

万円 〃 

５ ,０００

万円 〃 

〃 ７０万円 

５ ,０００

万円以上の

とき 

  １ ０ ０ 万

円 

 

（２） 午後立会終了時の場合  （新設） 
基準値段  値幅  

２００円未満のもの 上下 １０円 

２ ０ ０ 円

以上 

５ ０ ０ 円

未 満 の も

の 

〃 １６円 
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５ ０ ０ 円

〃 

７ ０ ０ 円

〃 

〃 ２０円 

７ ０ ０ 円

〃 

１,０００

円〃 

〃 ３０円 

１,０００

円〃 

１,５００

円〃 

〃 ６０円 

１，５００

円 〃 

２，０００

円 〃 

〃 ８０円 

２，０００

円 〃 

３，０００

円 〃 

〃 １００円 

３，０００

円 〃 

５，０００

円 〃 

〃 １４０円 

５，０００

円 〃 

７，０００

円 〃 

〃 ２００円 

７，０００

円 〃 

１万円 〃 〃 ３００円 

１万円 〃 １５，００

０円 

〃 ６００円 

１５，００

０円 

２万円 〃 〃 ８００円 

２万円 〃 ３万円 〃 〃 １,０００

円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 １,４００

円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 ２,０００

円 

７万円 〃 １ ０ 万 円 

〃 

〃 ３,０００

円 

１ ０ 万 円 

〃 

１ ５ 万 円 

〃 

〃 ６,０００

円 

１ ５ 万 円 

〃 

２ ０ 万 円 

〃 

〃 ８,０００

円 

２ ０ 万 円 

〃 

３ ０ 万 円 

〃 

〃 １万円 

３ ０ 万 円 

〃 

５ ０ 万 円 

〃 

〃 １４,００

０円 

５ ０ 万 円 

〃 

７ ０ 万 円 

〃 

〃 ２万円 
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７ ０ 万 円 

〃 

１００万円 

〃 

〃 ３万円 

１００万円 

〃 

１５０万円

〃 

〃 ６万円 

１５０万円

〃 

２００万円 

〃 

〃 ８万円 

２００万円 

〃 

３００万円 

〃 

〃 １０万円 

３００万円 

〃 

５００万円 

〃 

〃 １４万円 

５００万円 

〃 

７００万円 

〃 

〃 ２０万円 

７００万円 

〃 

１ ,０００

万円 〃 

〃 ３０万円 

１ ,０００

万円 〃 

１ ,５００

万円 〃 

〃 ６０万円 

１ ,５００

万円 〃 

２ ,０００

万円 〃 

〃 ８０万円 

２ ,０００

万円 〃 

３ ,０００

万円 〃 

〃 １ ０ ０ 万

円 

３ ,０００

万円 〃 

５ ,０００

万円 〃 

〃 １ ４ ０ 万

円 

５ ,０００

万円以上の

とき 

  ２ ０ ０ 万

円 

 

  
（売買管理上適当でないと認める場合） （売買管理上適当でないと認める場合） 
第２４条の３ 規程第３０条第１項に規定する本

所が売買管理上適当でないと認める場合は、次の

各号に定める場合とする。 

第２４条の３ 規程第３０条第１項に規定する本

所が売買管理上適当でないと認める場合は、次の

各号に定める場合とする。 
 （１） （略）  （１） （略） 
 （２） 立会外分売に係る有価証券の発行者が、

法第１６６条第２項第１号から第３号まで及

び同第５号から第７号までに定める事項（投資

信託受益証券及び投資証券にあっては、これら

に準ずる事項）について、上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則（その

特例を含む。）に基づき開示を行った日から５

（２） 立会外分売に係る有価証券の発行者が、

法第１６６条第２項第１号から第３号まで及

び同第５号から第７号までに定める事項（投資

信託受益証券及び投資証券にあっては、これら

に準ずる事項）について、上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則（その

特例を含む。）に基づき開示を行った日から１
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日を経過していない場合 ０日を経過をしていない場合 
 （３）・（４） （略）  （３）・（４） （略） 
  
  

付 則  
１ この改正規定は、平成３１年１１月５日から施

行する。ただし、第２４条の３第１項第２号の改

正規定は、同年４月１日から施行する。 

 

２ 前項本文の規定にかかわらず、この改正規定

は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その

他やむを得ない事由により、平成３１年１１月５

日から施行することが適当でないと本所が認め

る場合には、同日以後の本所が定める日から施行

する。 
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 
（内国株券に係る制度信用銘柄の選定基準） （内国株券に係る制度信用銘柄の選定基準） 
第２条 内国株券（内国法人の発行する株券及び優

先出資証券（協同組織金融機関の発行する優先出

資証券をいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）

が次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄

に選定されているものを除きこれを制度信用銘

柄に選定するものとする。 

第２条 内国株券（内国法人の発行する株券及び優

先出資証券（協同組織金融機関の発行する優先出

資証券をいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）

が次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄

に選定されているものを除きこれを制度信用銘

柄に選定するものとする。 
 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
（３） 削除 （３） その発行者の直前事業年度における利益

の額（連結会計年度に係る連結損益計算書等

（連結損益計算書及び連結包括利益計算書、又

は連結損益及び包括利益計算書をいう。以下同

じ。）に基づいて算定される利益の額（連結財務

諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和５１年大蔵省令第２８号。以下「連結財

務諸表規則」という。）第６１条により記載され

る「経常利益金額」又は「経常損失金額」と同

規則第６４条により記載される「税金等調整前

当期純利益金額」又は「税金等調整前当期純損

失金額」（同規則第６７条により掲記される特

別法上の準備金等の繰入額又は取崩額及び債

務免除益の金額を除外した額）とのいずれか低

い額に同規則第６５条第３項により記載され

る金額を加減した金額をいう。）をいう。ただ

し、審査対象期間において連結財務諸表を作成

すべき会社（会社以外の法人を含む。以下同

じ。）でない事業年度がある場合には、当該事業

年度に係る利益の額は、損益計算書に基づいて

算定される利益の額（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省

令第５９号。以下「財務諸表等規則」という。）

第９５条により表示される「経常利益金額」又

は「経常損失金額」と同規則第９５条の４によ

り表示される「税引前当期純利益金額」又は「税

引前当期純損失金額」（同規則第９８条の２に
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より掲記される特別法上の準備金等の繰入額

又は取崩額及び債務免除益の金額を除外した

額）のいずれか低い金額をいう。）をいうものと

する。以下同じ。）が正である銘柄であるとき。 
 （４） その発行者が直前事業年度の末日に債務

超過の状態（有価証券上場規程に関する取扱い

要領１４．の２（１）aに定める状態をいう。

以下同じ。）である銘柄以外の銘柄であるとき。 

（４） その発行者の直前連結会計年度の末日に

おける連結貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額（連結財務諸表規則の規定により作

成された連結貸借対照表の純資産の部の合計

額に、同規則第４５条の２第１項に規定する準

備金等を加えて得た額から、当該純資産の部に

掲記される新株予約権及び非支配株主持分を

控除して得た額をいう。当該発行者が連結財務

諸表を作成すべき会社でない会社である場合

を除く。）及び直前事業年度の末日における貸

借対照表に基づいて算定される純資産の額（財

務諸表等規則の規定により作成された貸借対

照表の純資産の部の合計額に、同規則第５４条

の３第１項に規定する準備金等を加えて得た

額から、当該純資産の部に掲記される新株予約

権を控除して得た額をいう。）がいずれも負で

ない銘柄であるとき。 
（５）～（９） （略） （５）～（９） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）a の（ｂ）、

（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）及び同ｄの規定は前項１号に

規定する株主数について、株券上場審査基準の取

扱い２．（１）aの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）及び

同ｄの規定は、前項第２号に規定する流通株式数

の算定について、それぞれ準用する（優先出資証

券にあっては、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を除く。）。こ

の場合において、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ａの（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）並びに同ｄの

規定中「新規上場申請者」とあるのは「上場会社」

と、同取扱い２．（１）ａの（ｅ）、（ｆ）及び同取

扱い２．（１）ｄの規定中「最近の基準日等」又は

「基準日等」とあるのは「審査対象事業年度の末

日（事業年度の末日と異なる日が株主等基準日

（有価証券報告書に記載される大株主の状況又

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）a の（ｂ）、

（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）及び同ｄの規定は前項１号に

規定する株主数について、株券上場審査基準の取

扱い２．（１）aの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）及び

同ｄの規定は、前項第２号に規定する流通株式数

の算定について、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）a、b、ｄからｉ及びｋの規定は前項第３号

に規定する利益の額について、株券上場審査基準

の取扱い２.（５）ａ、ｂ、ｄ、ｆの２からｉ及び

ｋからｍ並びに株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第４号に規定する純資産の

額について、それぞれ準用する（優先出資証券に

あっては、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｂ）及び（ｃ）の規定を除く。）。この場合に

おいて、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの

（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）、同ｄ、同取扱い２．（５）
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は大口出資者の状況に係る基準日をいう。以下同

じ。）である場合、審査対象事業年度に係る株主

等基準日）」と、それぞれ読み替えるものとする。 

ａ、ｂ、ｄ、ｆの２からｉ、ｋ及びｌ並びに同取

扱い２．（６）ａ、ｂ、ｆからｉ及びｋの規定中「新

規上場申請者」とあるのは「上場会社」と、同取

扱い２．（１）ａの（ｅ）、（ｆ）及び同取扱い２．

（１）ｄの規定中「最近の基準日等」又は「基準

日等」とあるのは「審査対象事業年度の末日（事

業年度の末日と異なる日が株主等基準日（有価証

券報告書に記載される大株主の状況又は大口出

資者の状況に係る基準日をいう。以下同じ。）で

ある場合、審査対象事業年度に係る株主等基準

日）」と、それぞれ読み替えるものとする。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基準

第４条第６項第１号若しくは第３号又は第６条

第４項の規定の適用を受けて上場される株券（こ

れらの規定に定める行為の当事者の発行する株

券が制度信用銘柄である場合に限る。）に対する

最初の選定審査においては、次の各号に適合する

ときに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

４ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基準

第４条第６項第１号若しくは第３号又は第６条

第４項の規定の適用を受けて上場される株券（こ

れらの規定に定める行為の当事者の発行する株

券が制度信用銘柄である場合に限る。）に対する

最初の選定審査においては、次の各号に適合する

ときに、これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 
 （１） 第１項第２号ｂ、第４号、第７号及び第

９号に適合する銘柄であるとき。 
 （１） 第１項第２号ｂ、第７号及び第９号に適

合する銘柄であるとき。 
 （２） （略）  （２） （略） 
５ （略） ５ （略） 
６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場会社が、制度信用銘柄の発行者で

ある上場会社を吸収合併する場合又は制度信用

銘柄の発行者である上場会社を完全子会社とす

る株式交換を行う場合における当該制度信用銘

柄の発行者でない上場会社の株券に対する合併

又は株式交換の後最初の選定審査においては、次

の各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に

選定するものとする。 

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場会社が、制度信用銘柄の発行者で

ある上場会社を吸収合併する場合又は制度信用

銘柄の発行者である上場会社を完全子会社とす

る株式交換を行う場合における当該制度信用銘

柄の発行者でない上場会社の株券に対する合併

又は株式交換の後最初の選定審査においては、次

の各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に

選定するものとする。 
（１） 第１項第２号ｂ及び第４号から第９号に

適合する銘柄であるとき。 
（１） 第１項第２号ｂ及び第５号から第９号に

適合する銘柄であるとき。 
 （２） （略）  （２） （略） 
７ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場された株券で当該他の金融商品

７ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場された株券で当該他の金融商品

10



取引所において上場と同時に市場第一部銘柄に

指定された銘柄又は上場優先出資証券口数が１

０万口以上である優先出資証券に対する上場後

最初の選定審査においては、国内の他の金融商品

取引所に上場された株券で当該他の金融商品取

引所において上場と同時に市場第一部銘柄に指

定された銘柄については、同項第４号から第９号

までの各号、上場優先出資証券口数が１０万口以

上である優先出資証券については、同項第１号及

び第５号から第９号までの各号に適合する場合

に、これを制度信用銘柄に選定するものとする。 

取引所において上場と同時に市場第一部銘柄に

指定された銘柄又は上場優先出資証券口数が１

０万口以上である優先出資証券に対する上場後

最初の選定審査においては、国内の他の金融商品

取引所に上場された株券で当該他の金融商品取

引所において上場と同時に市場第一部銘柄に指

定された銘柄については、同項第５号から第９号

までの各号、上場優先出資証券口数が１０万口以

上である優先出資証券については、同項第１号及

び第５号から第９号までの各号に適合する場合

に、これを制度信用銘柄に選定するものとする。 
８・９ （略） ８・９ （略） 
  
（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選定

基準） 
（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選定

基準） 
第２条の２ 不動産投資信託証券（投資者の資金を

主として不動産関連資産に対する投資として運

用することを目的とする投資信託の受益証券又

は投資証券をいう。以下同じ。）が次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

第２条の２ 不動産投資信託証券（投資者の資金を

主として不動産関連資産に対する投資として運

用することを目的とする投資信託の受益証券又

は投資証券をいう。以下同じ。）が次の各号に適

合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されてい

るものを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 
 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
（３） 削除 （３） その銘柄について作成された最近の損益

及び剰余金計算書又は損益計算書において、投

資信託受益証券の場合には、投資信託財産の計

算に関する規則（平成１２年総理府令第１３３

号）第５１条第１項により記載される「当期純

利益金額」を、投資証券の場合には、投資法人

の計算に関する規則（平成１８年内閣府令第４

７号）第５３条第１項により記載される「当期

純利益金額」が計上されている銘柄であると

き。 
 （４） その銘柄の直前計算期間又は直前営業期

間の末日における純資産総額が負である銘柄

以外の銘柄であるとき。この場合において、不

動産投資信託証券に関する有価証券上場規程

の特例の取扱い（以下「不動産投信特例取扱い」

（４） その銘柄の直前計算期間又は直前営業期

間の末日における資産総額が５０億円以上、純

資産総額が１０億円以上である銘柄であると

き。この場合において、不動産投資信託証券に

関する有価証券上場規程の特例の取扱い（以下
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という。）３．（１）の規定は、純資産総額の算

定について準用する。 
「不動産投信特例取扱い」という。）３．（１）

の規定は、資産総額及び純資産総額の算定につ

いて準用する。 
 （５）～（９） （略）  （５）～（９） （略） 
  
２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第２号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第４号に規定する純資産総

額について、それぞれ準用する。この場合におい

て、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定中「流通株式数」とあるのは「大

口受益者が所有する受益権の総口数又は大口投

資主が所有する投資口の総口数」と、「株主数」と

あるのは「受益者数又は投資主数」と、「新規上場

申請者」とあるのは「上場不動産投資信託証券の

発行者」と、株券上場審査基準の取扱い２．（１）

ａの（ｅ）中「株主」とあるのは「受益者又は投

資主」と、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｄ

中「株式数」とあるのは「受益権口数又は投資口

口数」と、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｅ）中「株式」とあるのは「受益権又は投資

口」と、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｄ中

「株券」とあるのは「不動産投資信託証券」と、

「５０単位」とあるのは「５０口」と、「株式の分

布状況表」とあるのは「不動産投資信託証券の分

布状況表」と、「株式の分布状況」とあるのは「受

益券又は投資口の分布状況」と、株券上場廃止基

準の取扱い１．（５）ｂ中「純資産」とあるのは「純

資産総額」と、それぞれ読み替えるものとする。 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第２号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ｄの規定は前項第３号に規定する利益の額

について、株券上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂ

の規定は前項第４号に規定する資産総額及び純

資産総額について、それぞれ準用する。この場合

において、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｅ）及び同ｄの規定中「流通株式数」とある

のは「大口受益者が所有する受益権の総口数又は

大口投資主が所有する投資口の総口数」と、「株

主数」とあるのは「受益者数又は投資主数」と、

「新規上場申請者」とあるのは「上場不動産投資

信託証券の発行者」と、株券上場審査基準の取扱

い２．（１）ａの（ｅ）中「株主」とあるのは「受

益者又は投資主」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（１）ｄ中「株式数」とあるのは「受益権口数

又は投資口口数」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（１）ａの（ｅ）中「株式」とあるのは「受益

権又は投資口」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ｄ中「株券」とあるのは「不動産投資信託

証券」と、「５０単位」とあるのは「５０口」と、

「株式の分布状況表」とあるのは「不動産投資信

託証券の分布状況表」と、「株式の分布状況」とあ

るのは「受益券又は投資口の分布状況」と、株券

上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂ中「純資産」と

あるのは「純資産総額」と、それぞれ読み替える

ものとする。 
３ （略） ３ （略） 
４ 第１項の規定にかかわらず、不動産投資信託証

券に関する有価証券上場規程の特例（以下「不動

４ 第１項の規定にかかわらず、不動産投資信託証

券に関する有価証券上場規程の特例（以下「不動
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産投信特例」という。）第４条第２項の規定の適

用を受けて上場される投資証券（同項において定

める行為の当事者の発行する投資証券が制度信

用銘柄である場合に限る。）に対する最初の選定

審査においては、次の各号に適合するときに、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。 

産投信特例」という。）第４条第２項の規定の適

用を受けて上場される投資証券（同項において定

める行為の当事者の発行する投資証券が制度信

用銘柄である場合に限る。）に対する最初の選定

審査においては、次の各号に適合するときに、こ

れを制度信用銘柄に選定するものとする。 
（１） 第１項第１号、第４号及び第９号に適合

する銘柄であるとき。 
 （１） 第１項第１号及び第９号に適合する銘柄

であるとき。 
 （２） （略）  （２） （略） 
５ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場投資法人（本所に上場している投

資証券（投資者の資金を主として不動産関連資産

に対する投資として運用することを目的とする

投資証券をいう。）の発行者である投資法人をい

う。以下同じ。）が、制度信用銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人の投

資証券に対する合併後最初の選定審査において

は、次の各号に適合するときに、それを制度信用

銘柄に選定するものとする。 

５ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発

行者でない上場投資法人（本所に上場している投

資証券（投資者の資金を主として不動産関連資産

に対する投資として運用することを目的とする

投資証券をいう。）の発行者である投資法人をい

う。以下同じ。）が、制度信用銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人の投

資証券に対する合併後最初の選定審査において

は、次の各号に適合するときに、それを制度信用

銘柄に選定するものとする。 
 （１） 第１項第１号及び第４号から第９号まで

の各号に適合する銘柄であるとき。 
 （１） 第１項第１号及び第５号から第９号まで

の各号に適合する銘柄であるとき。 
 （２） （略）  （２） （略） 
６ （略） ６ （略） 
  
（内国株券に係る貸借銘柄の選定基準） （内国株券に係る貸借銘柄の選定基準） 
第３条 制度信用銘柄である内国株券のうち地場

銘柄（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所

を有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各号に

適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されている

ものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとす

る。 

第３条 制度信用銘柄である内国株券のうち地場

銘柄（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所

を有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各号に

適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されている

ものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとす

る。 
 （１）～（４） （略）  （１）～（４） （略） 
 （５） 削除 （５） その発行者の直前２事業年度における利

益の額がいずれも正である銘柄であるとき。 
 （６） 削除 （６） その発行者の純資産の額が第２条第１項

第４号に適合する銘柄であるとき。 
 （７）～（１２） （略）  （７）～（１２） （略） 
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２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｂ）、

（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）、及び同ｄの規定は、前項第２

号に規定する株主数について、株券上場審査基準

の取扱い２．（１）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）

及び同ｄの規定は、前項第３号に規定する流通株

式数の算定について、株券上場廃止基準の取扱い

１.（３）ｄの規定は前項第４号に規定する売買高

について、それぞれ準用する（優先出資証券にあ

っては、株券上場審査基準の取扱い２.（１）ａの

（ｂ）及び（ｃ）の規定を除く。）。この場合にお

いて、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの

（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）並びに同ｄの規定中「新

規上場申請者」とあるのは「上場会社」と、同取

扱い２．（１）ａの（ｅ）、（ｆ）及び同取扱い２．

（１）ｄの規定中「最近の基準日等」又は「基準

日等」とあるのは「審査対象事業年度の末日（事

業年度の末日と異なる日が株主等基準日である

場合、審査対象事業年度に係る株主等基準日）」

と、株券上場廃止基準の取扱い１．（３）ｄ中「ｂ

に規定する日からさかのぼって１年以内」とある

のは「審査対象事業年度の末日を含む月の翌々月

の末日からさかのぼって原則として６か月以内」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｂ）、

（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）、及び同ｄの規定は、前項第２

号に規定する株主数について、株券上場審査基準

の取扱い２．（１）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）

及び同ｄの規定は、前項第３号に規定する流通株

式数の算定について、株券上場廃止基準の取扱い

１.（３）ｄの規定は前項第４号に規定する売買高

について、株券上場審査基準の取扱い２.（６）ａ、

ｂ、ｄからｉ及びｋの規定は前項第５号に規定す

る利益の額について、株券上場審査基準の取扱い

２.（５）ａ、ｂ、ｄ、ｆの２からｉ及びｋからｍ

並びに株券上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂの

規定は前項第６号に規定する純資産の額につい

て、それぞれ準用する（優先出資証券にあっては、

株券上場審査基準の取扱い２.（１）ａの（ｂ）及

び（ｃ）の規定を除く。）。この場合において、株

券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｂ）、（ｃ）

及び（ｅ）、同ｄ、同取扱い２．（５）ａ、ｂ、ｄ、

ｆの２からｉ、ｋ及びｌ並びに同取扱い２．（６）

ａ、ｂ、ｆからｉ及びｋの規定中「新規上場申請

者」とあるのは「上場会社」と、同取扱い２．（１）

ａの（ｅ）、（ｆ）及び同取扱い２．（１）ｄの規定

中「最近の基準日等」又は「基準日等」とあるの

は「審査対象事業年度の末日（事業年度の末日と

異なる日が株主等基準日である場合、審査対象事

業年度に係る株主等基準日）」と、株券上場廃止

基準の取扱い１．（３）ｄ中「ｂに規定する日から

さかのぼって１年以内」とあるのは「審査対象事

業年度の末日を含む月の翌々月の末日からさか

のぼって原則として６か月以内」と、それぞれ読

み替えるものとする。 
３・４ （略） ３・４ （略） 
  
５ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基準

第４条第６項第１号若しくは第３号又は第６条

第４項の規定の適用を受けて上場される株券が

地場銘柄である場合の当該株券（これらの規定に

定める行為の当事者の発行する株券が貸借銘柄

５ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審査基準

第４条第６項第１号若しくは第３号又は第６条

第４項の規定の適用を受けて上場される株券が

地場銘柄である場合の当該株券（これらの規定に

定める行為の当事者の発行する株券が貸借銘柄
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である場合に限る。）に対する最初の選定審査に

おいては、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 

である場合に限る。）に対する最初の選定審査に

おいては、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 
（１） 第２条第１項第４号並びにこの条第１項

第３号ｂ、第９号、第１１号及び第１２号の各

号に適合する銘柄であるとき。 

（１） 第１項第３号ｂ、第９号、第１１号及び

第１２号の各号に適合する銘柄であるとき。 

 （２） （略）  （２） （略） 
６ （略） ６ （略） 
７ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない地場銘柄である上場会社が、貸借銘柄の発

行者である上場会社を吸収合併する場合又は貸

借銘柄の発行者である上場会社を完全子会社と

する株式交換を行う場合における当該貸借銘柄

の発行者でない地場銘柄である上場会社の株券

に対する合併又は株式交換の後最初の選定審査

においては、次の各号に適合するときに、これを

貸借銘柄に選定するものとする。 

７ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない地場銘柄である上場会社が、貸借銘柄の発

行者である上場会社を吸収合併する場合又は貸

借銘柄の発行者である上場会社を完全子会社と

する株式交換を行う場合における当該貸借銘柄

の発行者でない地場銘柄である上場会社の株券

に対する合併又は株式交換の後最初の選定審査

においては、次の各号に適合するときに、これを

貸借銘柄に選定するものとする。 
（１） 第２条第１項第４号並びにこの条第１項

第３号ｂ、第７号から第１２号までの各号に適

合する銘柄であるとき。 

（１） 第１項第３号ｂ、第７号、第８号及び第

１０号から第１２号までの各号に適合する銘

柄であるとき。 
（２） （略） （２） （略） 

８ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている株券（以下「他市場上

場銘柄」という。）が地場銘柄である場合におけ

る当該銘柄に対する上場後最初の選定審査にお

いては、次の各号に適合するときに、これを貸借

銘柄に選定するものとする。 

８ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている株券（以下「他市場上

場銘柄」という。）が地場銘柄である場合におけ

る当該銘柄に対する上場後最初の選定審査にお

いては、次の各号に適合するときに、これを貸借

銘柄に選定するものとする。 
 （１） （略）  （１） （略） 
（２） 次のａからｃまでに掲げる銘柄の区分に

従い、当該ａからｃまでに定める規定に適合す

る銘柄であるとき。 

（２） 次のａからｄまでに掲げる銘柄の区分に

従い、当該ａからｄまでに定める規定に適合す

る銘柄であるとき。 
   ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 
 （削る） ｃ Ｑ－Ｂｏａｒｄに上場される又は上場

された銘柄 
第１項第２号、第３号及び第５号から第１

２号までの各号 
c  ａ及び前 b に掲げる銘柄以外の銘     

柄 
ｄ ａから前ｃまでに掲げる銘柄以外の銘    

柄 
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第１項第２号、第３号及び第７号から第１

２号までの各号 
第１項第２号、第３号及び第７号から第１

２号までの各号 
 （３） （略）  （３） （略） 
９・１０ （略） ９・１０ （略） 
  
（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基準） （不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基準） 
第３条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。 

第３条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に

選定するものとする。 
 （１）～（４） （略）  （１）～（４） （略） 
 （５） 削除 （５） 第２条の２第１項第３号に適合する銘柄

であるとき。 
 （６） 削除 （６） 資産総額及び純資産総額が第２条の２第

１項第４号に適合する銘柄であるとき。 
 （７）～（１２） （略）  （７）～（１２） （略） 
２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第３号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、それぞれ準用する。この場合に

おいて、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの

（ｅ）及び同ｄの規定中「流通株式数」とあるの

は「大口受益者が所有する受益権の総口数又は大

口投資主が所有する投資口の総口数」と、「株主

数」とあるのは「受益者数又は投資主数」と、「新

規上場申請者」とあるのは「上場不動産投資信託

証券の発行者」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ａの（ｅ）中「株主」とあるのは「受益者

又は投資主」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ｄ中「株式数」とあるのは「受益権口数又

は投資口口数」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ａの（ｅ）中「株式」とあるのは「受益権

又は投資口」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ｄ中「株券」とあるのは「不動産投資信託

証券」と、「５０単位」とあるのは「５０口」と、

「株式の分布状況表」とあるのは「不動産投資信

託証券の分布状況表」と、「株式の分布状況」とあ

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第３号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場審査基準の取扱い２.
（６）ｄの規定は前項第５号に規定する利益の額

について、株券上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂ

の規定は前項第６号に規定する資産総額及び純

資産総額について、それぞれ準用する。この場合

において、株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｅ）及び同ｄの規定中「流通株式数」とある

のは「大口受益者が所有する受益権の総口数又は

大口投資主が所有する投資口の総口数」と、「株

主数」とあるのは「受益者数又は投資主数」と、

「新規上場申請者」とあるのは「上場不動産投資

信託証券の発行者」と、株券上場審査基準の取扱

い２．（１）ａの（ｅ）中「株主」とあるのは「受

益者又は投資主」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（１）ｄ中「株式数」とあるのは「受益権口数

又は投資口口数」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（１）ａの（ｅ）中「株式」とあるのは「受益

権又は投資口」と、株券上場審査基準の取扱い２．
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るのは「受益券又は投資口の分布状況」と、それ

ぞれ読み替えるものとする。 
（１）ｄ中「株券」とあるのは「不動産投資信託

証券」と、「５０単位」とあるのは「５０口」と、

「株式の分布状況表」とあるのは「不動産投資信

託証券の分布状況表」と、「株式の分布状況」とあ

るのは「受益券又は投資口の分布状況」と、株券

上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂ中「純資産」と

あるのは「純資産総額」と、それぞれ読み替える

ものとする。 
３ （略） ３ （略） 
４ 第１項の規定にかかわらず、不動産投信特例第

４条第２項の規定の適用を受けて上場される投

資証券（同項において定める行為の当事者の発行

する投資証券が貸借銘柄である場合に限る。）に

対する最初の選定審査においては、次の各号に適

合するときに、これを貸借銘柄に選定するものと

する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、不動産投信特例第

４条第２項の規定の適用を受けて上場される投

資証券（同項において定める行為の当事者の発行

する投資証券が貸借銘柄である場合に限る。）に

対する最初の選定審査においては、次の各号に適

合するときに、これを貸借銘柄に選定するものと

する。 
 （１） 第２条の２第１項第４号並びにこの条第

１項第２号、第１１号及び第１２号に適合する

銘柄であるとき。 

 （１） 第１項第２号、第１１号及び第１２号に

適合する銘柄であるとき。 

 （２） （略）  （２） （略） 
５ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

貸借銘柄の発行者でない投資法人の投資証券に

対する合併後最初の選定審査においては、次の各

号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定する

ものとする。 

５ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者

でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である

上場投資法人を吸収合併する場合における当該

貸借銘柄の発行者でない投資法人の投資証券に

対する合併後最初の選定審査においては、次の各

号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定する

ものとする。 
（１） 第２条の２第１項第４号並びにこの条第

１項第２号及び第７号から第１２号までの各

号に適合する銘柄であるとき。 

（１） 第１項第２号及び第７号から第１２号ま

での各号に適合する銘柄であるとき。 

 （２） （略）  （２） （略） 
６ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている不動産投資信託証券

（以下「他市場上場不動産投資信託証券」とい

う。）に対する上場後最初の選定審査においては、

次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選

定するものとする。 

６ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融商

品取引所に上場されている不動産投資信託証券

（以下「他市場上場不動産投資信託証券」とい

う。）に対する上場後最初の選定審査においては、

次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選

定するものとする。 
 （１） （略）  （１） （略） 
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（２） 第１項第２号、第３号及び第７号から第

１２号までの各号に適合する銘柄であるとき。 
（２） 第１項第２号、第３号、第５号及び第７

号から第１２号までの各号に適合する銘柄で

あるとき。 
 （３） （略）  （３） （略） 
  
（選定の時期） （選定の時期） 
第４条 第２条及び第２条の２の規定による制度

信用銘柄の選定並びに第３条及び第３条の２の

規定による貸借銘柄の選定は、毎月１回、各銘柄

の発行者の事業年度の末日（不動産投資信託証券

にあっては、計算期間又は営業期間の末日）を含

む月から起算して６か月目の月の初日（初日が休

業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同

じ。）に行う。 

第４条 第２条及び第２条の２の規定による制度

信用銘柄の選定並びに第３条及び第３条の２の

規定による貸借銘柄の選定は、毎月１回、各銘柄

の発行者の事業年度の末日（不動産投資信託証券

にあっては、計算期間又は営業期間の末日）を含

む月の翌月から起算して６か月目の月の初日（初

日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以

下同じ。）に行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる制

度信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、当該各号に定

める日に行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる制

度信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、当該各号に定

める日に行う。 
 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
（３） 第３条第４項の規定による貸借銘柄の選 

定 
当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日から起算して６日目（休業日を除外す 
る。）の日 

（３） 第３条第４項の規定による貸借銘柄の選 

定 
当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定さ

れた日から起算して１１日目（休業日を除外す 
る。）の日 

 （４）～（８） （略）  （４）～（８） （略） 
３ 第１項の制度信用銘柄の選定及び貸借銘柄の

選定は、同項に規定する日のほか、当該日の属す

る月から起算して８か月目の月の末日（休業日に

当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）ま

で、第２項第３号の貸借銘柄の選定は、同号に定

める日のほか、その翌日からその６か月目の応答

日（応答日がないときはその月の末日とし、応答

日が休業日に当たるときは順次繰り下げる。以下

同じ。）までの間に、第２項第６号及び第７号の

貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日のほか、

その翌日からその３か月目の応答日までの間に

それぞれ行うことができる。 

３ 第１項の制度信用銘柄の選定及び貸借銘柄の

選定は、同項に規定する日のほか、当該日の属す

る月から起算して７か月目の月の末日（休業日に

当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）ま

で、第２項第３号の貸借銘柄の選定は、同号に定

める日のほか、その翌日からその６か月目の応答

日（応答日がないときはその月の末日とし、応答

日が休業日に当たるときは順次繰り下げる。以下

同じ。）までの間に、第２項第６号及び第７号の

貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日のほか、

その翌日からその３か月目の応答日までの間に

それぞれ行うことができる。 
  
（制度信用銘柄である内国株券の選定取消基準） （制度信用銘柄である内国株券の選定取消基準） 
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第５条 制度信用銘柄である内国株券が、次の各号

のいずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選

定を取り消すものとする。 

第５条 制度信用銘柄である内国株券が、次の各号

のいずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選

定を取り消すものとする。 
 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
 （２）の２ その発行者が直前事業年度の末日に

債務超過の状態である銘柄であるとき。 
（新設） 

 （３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 
２・３ （略） ２・３ （略） 
  
（制度信用銘柄である不動産投資信託証券の選定

取消基準） 
（制度信用銘柄である不動産投資信託証券の選定

取消基準） 
第５条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。 

第５条の２ 制度信用銘柄である不動産投資信託

証券が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。 
 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
 （２）の２ その銘柄の直前計算期間又は直前営

業期間の末日における純資産総額が負である

銘柄であるとき。 

 （新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 
２・３ （略） ２・３ （略） 
  
（貸借銘柄である内国株券の選定取消基準） （貸借銘柄である内国株券の選定取消基準） 
第６条 上場銘柄のうち地場銘柄であり、かつ、貸

借銘柄である内国株券が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すもの

とする。 

第６条 上場銘柄のうち地場銘柄であり、かつ、貸

借銘柄である内国株券が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すもの

とする。 
 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
 （２）の２ その発行者が直前事業年度の末日に

債務超過の状態である銘柄であるとき。  
 （新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 
２・３ （略） ２・３ （略） 
  
（貸借銘柄である不動産投資信託証券の選定取消

基準） 
（貸借銘柄である不動産投資信託証券の選定取消

基準） 
第６条の２ 貸借銘柄である不動産投資信託証券

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借

銘柄の選定を取り消すものとする。 

第６条の２ 貸借銘柄である不動産投資信託証券

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借

銘柄の選定を取り消すものとする。 
 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
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 （２）の２ その銘柄の直前計算期間又は直前営

業期間の末日における純資産総額が負である

銘柄であるとき。 

 （新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 
  
（選定取消しの時期） （選定取消しの時期） 
第８条 第５条第１項第２号ａ又は第２号の２若

しくは第４号、第５条の２第１項第１号又は第２

号の２若しくは第４号、第６条第１項第２号ａ又

は第２号の２若しくは第４号又は第６条の２第

１項第１号又は第２号の２若しくは第４号に該

当した場合の制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定

の取消しは、本所がその都度定める日に行う。 

第８条 第５条第１項第２号ａ若しくは第４号、第

５条の２第１項第１号若しくは第４号、第６条第

１項第２号ａ若しくは第４号又は第６条の２第

１項第１号若しくは第４号に該当した場合の制

度信用銘柄又は貸借銘柄の選定の取消しは、本所

がその都度定める日に行う。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
  
（選定又は選定取消しの資料） （選定又は選定取消しの資料） 
第９条 （略） 第９条 （略） 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規

定による選定又は選定の取消しについては、当該

各号に掲げる資料によるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規

定による選定又は選定の取消しについては、当該

各号に掲げる資料によるものとする。 
（１） （略） （１） （略） 
（２） 第２条第１項第４号及び第２条の２第１

項第４号 
有価証券報告書等 

（２） 第２条第１項第３号及び第４号、第２条

の２第１項第３号及び第４号、第３条第１項第

５号及び第６号並びに第３条の２第１項第５

号及び第６号 
有価証券報告書等 

 （３） （略）  （３） （略） 
  
（本所が定める上場の態様） （本所が定める上場の態様） 
第１０条 規程第１５条に規定する本所が別に定

める態様は、次に掲げるものをいう。 
第１０条 規程第１５条に規定する本所が別に定

める態様は、次に掲げるものをいう。 
（１） （略） （１） （略） 
（２） 株券又は投資証券が第２条第４項又は第

２条の２第４項の規定の適用を受けて制度信

用銘柄に選定されることとなった場合におい

て、当該株券又は投資証券が、国内の他の金融

商品取引所に上場されないこと。 

（２） 株券又は投資証券が第２条第４項又は第

２条の２第５項の規定の適用を受けて制度信

用銘柄に選定されることとなった場合におい

て、当該株券又は投資証券が、国内の他の金融

商品取引所に上場されないこと。 
（３） 株券又は投資証券が第２条第６項又は第 （３） 株券又は投資証券が第２条第６項又は第
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２条の２第５項の規定の適用を受けて制度信

用銘柄に選定されることとなった場合におい

て、当該株券又は投資証券が、国内の他の金融

商品取引所に上場されないこと。 

２条の２第６項の規定の適用を受けて制度信

用銘柄に選定されることとなった場合におい

て、当該株券又は投資証券が、国内の他の金融

商品取引所に上場されないこと。 
  
  

付  則  
１ この改正規定は平成３１年４月１日から施行

し、平成３０年１１月３０日以前を事業年度、計

算期間若しくは営業期間の末日を審査対象日と

する内国株券又は不動産投資信託証券にかかる

制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定については、改

正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

２ 改正後の第４条第２項第３号の規定は、平成３

１年４月１日以後に上場する銘柄から適用する。 
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